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秋田県小児・ＡＹＡ世代のがん患者等の妊よう性温存療法費用等助成事業実施要綱 

新旧対照表 

 

新 旧 

秋田県小児・ＡＹＡ世代のがん患者等の妊よう性温存療法費用等助成事業実施要綱 

 

１～３ 略 

 

４－１ 妊よう性温存療法の対象者 

本事業の妊よう性温存療法対象者については、以下の条件を全て満たす者とする。 

 

（１）～（４） 略 

 

（５）説明及び同意 

妊よう性温存療法指定医療機関から、妊よう性温存療法を受けること及び「小児・Ａ

ＹＡ世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業実施要綱（令和８年４月７日付け

健生発 0407 第 20 号厚生労働省健康・生活衛生局長通知別紙。以下「国実施要綱」とい

う。）」に基づく研究への臨床情報等の提供をすることについて説明を受けた上で、本

事業に参加することについて同意した者。 

対象者が未成年患者の場合は、原則として、妊よう性温存療法を行う担当医師の所属

する医療機関における未成年患者本人の同意取得の方針に従い、未成年患者本人（※）

及び親権者又は未成年後見人等による同意を得た者。 

※年齢等の理由で同意能力がないために医療機関での妊よう性温存療法実施の際に未

成年患者本人の同意を取得することができない場合は、本事業に参加することに対す

る本人同意の取得も不要とする。 

 

４－２～16 略 

 

   附 則 略 

 

  附 則 

１ この要綱は、令和８年６月１５日から施行し、令和８年４月１日以降に実施した妊よ

う性温存療法及び温存後生殖補助医療に要する費用の助成から適用する。 

秋田県小児・ＡＹＡ世代のがん患者等の妊よう性温存療法費用等助成事業実施要綱 

 

１～３ 略 

 

４－１ 妊よう性温存療法の対象者 

本事業の妊よう性温存療法対象者については、以下の条件を全て満たす者とする。 

 

（１）～（４） 略 

 

（５）説明及び同意 

妊よう性温存療法指定医療機関から、妊よう性温存療法を受けること及び「小児・Ａ

ＹＡ世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業実施要綱（令和７年４月１日付け

健生発 0401 第 66 号厚生労働省健康・生活衛生局長通知別紙。以下「国実施要綱」とい

う。）」に基づく研究への臨床情報等の提供をすることについて説明を受けた上で、本

事業に参加することについて同意した者。 

対象者が未成年患者の場合は、できる限り本人も説明を受けた上で、親権者又は未成

年後見人による同意を得た者。 

 

                                       

                                       

                

 

４－２～16 略 

 

   附 則 略 
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新 旧 

２ この要綱による改正前の要綱に定める様式により作成された用紙は、当分の間、これ

を準用して使用することができる。 
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新 旧 
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新 旧 

 

様式第１－２号 略 

 

 様式第１－２号 略 
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新 旧 
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新 旧 
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新 旧 
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新 旧 
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新 旧 

 

様式第１－５号 略 

 

 様式第１－５号 略 
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新 旧 
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新 旧 

 

様式第２－２号 略 

 

 様式第２－２号 略 
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新 旧 
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新 旧 
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新 旧 
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新 旧 
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新 旧 

 
 様式第２－５号～様式第６－５号 略 

 
 様式第２－５号～様式第６－５号 略 

 


